
■利用者負担 第４段階■（介護費上限44,400円もしくは37,200円） （単位：円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

ユニット型介護福祉施設 19,560 21,600 23,790 25,860 27,870

（１日あたり） （652） （720） （793） （862） （929）

日 常 生 活 継 続 支 援 加 算 1,380 （１日あたり46）

看 護 体 制 加 算 ( Ⅰ ) 120 （１日あたり4）

看 護 体 制 加 算 （ Ⅱ ） 240 （１日あたり8）

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 540 （１日あたり18）

個別機能訓練体制加算（Ⅰ） 360 （１日あたり12）

サービス費計 22,200 24,240 26,430 28,500 30,510

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 1,843 2,012 2,194 2,366 2,532

特 定 処 遇 改 善 加 算 （ Ⅰ ） 599 654 714 770 824

介護職員等ベースアップ等支援加算 355 388 423 456 488

介 護 保 険 利用 者負 担額 １割 24,997 27,294 29,760 32,091 34,354

〃 ２ 割 49,994 54,588 59,520 64,182 68,709

〃 ３ 割 74,992 81,883 89,281 96,273 103,063

食 費 43,350 （１日あたり1,445）

居 住 費 60,180 （１日あたり2,006）

１カ月合計 １割負担 128,527 130,824 133,290 135,621 137,884

　 　〃　　 2割負担 153,524 158,118 163,050 167,712 172,239

　 　〃　　 3割負担 178,522 185,413 192,811 199,803 206,593

■利用者負担 第３段階（①・②）■（介護費上限24,600円） （単位：円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介 護 保 険 利用 者負 担額 １割 24,997 27,294 29,760 32,091 34,354

食 費 ① 19,500 （１日あたり650）

食 費 ② 40,800 （１日あたり1,360）

居 住 費 39,300 （１日あたり1,310）

１ カ 月 合 計 ① 83,797 86,094 88,560 90,891 93,154

１ カ 月 合 計 ② 105,097 107,394 109,860 112,191 114,454

■利用者負担 第２段階■（介護費上限15,000円） （単位：円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介 護 保 険 利用 者負 担額 １割 24,997 27,294 29,760 32,091 34,354

食 費 11,700 （１日あたり390）

居 住 費 24,600 （１日あたり820）

１ カ 月 合 計 61,297 63,594 66,060 68,391 70,654

☆ 栄養マネジメント強化加算 330 (１日あたり11) 1月あたり

初期加算 900 (１日あたり30) 　☆　科学的介護推進体制加算 (Ⅰ)40(Ⅱ)50

☆ 安全対策体制加算 20 (１回のみ算定) 　☆　ADL維持等加算(Ⅰ) 900

療養食加算(90食) 540 (１食あたり6) 　☆　褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ)3(Ⅱ)13

外泊時加算(１日あたり) 246 　☆　排せつ支援加算(Ⅰ) 10

72 45日前～31日前 　☆　個別機能訓練体制加算（Ⅱ） 20

144 30日前～4日前

680 前々日、前日

1,280 死亡日

☆ 若年性認知症入所者受入加算 120 (１回のみ算定)

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90 (１日あたり3)

※この他に、○預かり金等に係る管理経費（月２，０００円）がかかります。

※○医療費　○理美容料金　○行事参加費　○クラブ参加費　○喫茶利用料　は別途、通帳からのお引き落としになります。

※高額介護サービス費：利用料金支払後、市から送付される通知にしたがって手続きすると、指定口座に振り込まれます。

☆ 看取り介護加算（Ⅰ）

はなまる共和国　入居利用料金のご案内

※1カ月30日として（令和4年10月1日現在）
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■　その他の各種加算について　■ ※算定の対象となる方のみ

☆はR3年度からの新たな加算
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